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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　軽自動車税を口座振替により納付してくださっている方へ、車検の際に必要な納税証明書（軽自
動車税領収証書）を５月下旬に発送していましたが、現在では、車検の際に「紙の納税証明書の提示」
が原則不要になったことから、この発送を廃止します。
　軽自動車税の納税の確認は、令和５年１月より導入されました、軽自動車納付確認システム（軽
ＪＮＫＳ）により、軽自動車検査協会、運輸支局などがオンラインで行っています。
※ただし、以下の場合などで従来どおり「紙の納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注

意ください。
・納付直後のため、軽ＪＮＫＳに納付情報が登録されていない場合（納付情報が確認できるまで１～

２週間程度必要）
・対象車両に過去の未納がある場合
・名義変更（中古車購入など）直後の場合など
※紙の納税証明書が必要な場合には、本庁住民課、佐賀支所地域住民課で無料で交付します。

◆軽ＪＮＫＳの概要　　　　　　　　　　　　　　

  運輸支局など、軽自動車検査協会が「車両番号」および「車体番号」で納付状況を照会し、軽ＪＮＫＳ
が納付状況（継続検査：受検可／受検不可）を回答。

○お問い合わせ　本庁 住民課 収納係　蕁４３―２８１６

軽自動車税の領収書（車検用納税証明書）の発送を廃止しますi

　５月上旬発送予定の自動車税の納期限は６月１日（月）となっています。納付は必ず納期限までに
行ってください。
　自宅にいながらパソコンやスマートフォンでクレジットカード（※別途手数料がかかります）やイ
ンターネットバンキング、ＰａｙＰａｙなどのアプリによるキャッシュレス納付ができますので、ぜひ
利用ください（詳しくは、納税通知書の裏面をご覧ください）。
　また、金融機関で納付の際には、簡単・便利な口座振替の利用・申込もご検討ください。
　自動車税についての質問・相談がございましたら下記までお問い合わせください。
　なお、身体障がい者などの方の減免手続きの期限も６月１日（月）までとなっていますので、ご留
意ください。

○お問い合わせ　高知県幡多県税事務所　蕁３５―５９７４

自動車税の納付について【高知県からのお知らせ】i

　町では、下記の日程で令和８年度狂犬病予防注射と犬の登録の受付を行います。

◆大方地区　５月７日（木）　５月１４日（木）　６月４日（木）　

◆佐賀地区　５月２１日（木）　６月４日（木）

　詳しい場所・時間などについては、登録済の飼い主の方に案内書を郵送しているほか、町公式ホ
ームページにも掲載していますので、ご確認ください。生後９１日以上の飼い犬には、登録と年１
回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。日程の合わない場合は、四万十市・宿毛市内
など県内の動物病院でも注射・登録ができます。

○お問い合わせ　本庁 環境政策室 環境政策係　蕁４３―２１１９

狂犬病予防注射のお知らせi

蕁５５―

◆保険料の納付は口座振替による2年前納が一番お得です
・

運輸支局等・軽自動車検査協会

軽ＪＮＫＳ

黒潮町

①軽自動車税（種別割）の納付情報を登録

③納付状況を回答②納付状況を照会


